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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の複数のコーナー部のうち一つが平面視において室内側に凹む凹部とされており、
該凹部を含む外壁に取り付けられる庇の構造において、
　前記凹部内に配置され、該凹部を形成する複数の外壁に固定される枠部と、
　前記枠部の上面に設置されるとともに、上面が前記複数の外壁側から外部に向かって傾
斜する下り勾配面とされた凹部庇部と、
　前記枠部および前記凹部庇部を支持する支柱と、
　前記凹部庇部の少なくとも一辺に設けられる長庇部と、を備えており、
　前記凹部に隣り合う二つの他のコーナー部のうち少なくとも一方の他のコーナー部は出
隅部とされており、
　前記長庇部の少なくとも一辺は、前記凹部と前記出隅部とされた他のコーナー部との間
に配置されている庇構造であって、
前記長庇部は、前記枠部と前記外壁に固定される長庇パネルと、
前記長庇パネルの上面に、該長庇パネル上面をカバーし、前記枠部および前記外壁から外
部側に向かって傾斜するようにして設けられる長庇カバー材と、
前記長庇パネルの外部側端面に沿って取り付けられる樋と、を有しており、
前記長庇部は、略直線状に形成された直線部と、
該長庇部の長さ方向一端部に位置し、前記出隅部に取り付けられる平面視略Ｌ字状の出隅
エンド部と、を含んで構成されており、
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前記出隅エンド部に取り付けられる前記樋のうち、前記出隅部を回り込むようにして配置
される樋の末端部の付近には竪樋が設けられていることを特徴とする庇構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の庇構造において、
　前記凹部と前記隣り合う二つの他のコーナー部との間には、前記凹部を介して互いに直
交する方向に配置される二つの他の外壁が設けられており、
　前記枠部は、前記二つの他の外壁のそれぞれの延長線に沿って配置されるとともに、互
いに直交する複数の枠材を有しており、
　前記凹部庇部の外部側端部は、前記複数の枠材の上面に設置されていることを特徴とす
る庇構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の庇構造において、
　前記長庇部は平面視略Ｌ字状に形成されており、
　該長庇部は、前記凹部庇部を取り囲むようにして設けられていることを特徴とする庇構
造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の庇構造において、
　前記凹部庇部は、前記枠部の上面に載置固定される凹部パネルと、
　前記凹部パネルの上面に取り付けられるとともに、上面に、外部側に向かって傾斜する
傾斜面が形成された複数の勾配材と、
　前記複数の勾配材の上面に、該複数の勾配材と前記凹部パネル上面とをカバーするよう
にして取り付けられる凹部カバー材と、を有することを特徴とする庇構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、建物に取り付けられる庇の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物のコーナー部に入隅状の凹部が形成され、この凹部に庇が設けられる技術が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。この特許文献１に記載の庇は、凹部を構成する二つ
の外壁で確実に支持できるように、凹部を構成する二つの外壁の範囲内に収まる大きさに
形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１９２６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、庇の下方に位置する外壁には、窓や玄関出入口等の開口部が設けられる場合
がある。したがって、雨の日に窓や玄関ドアを開けると雨水が建物内部に直接打ち込みや
すくなったり、地面からの跳ね返りで外壁が汚れやすくなったりする場合がある。このた
め、凹部に設けられる庇を、凹部を構成する二つの外壁の範囲よりも外側に延長して張り
出させたいという要望がある。
　ところが、凹部を形成する二つの外壁のそれぞれと直交して配置される他の外壁にも他
の庇が設けられる場合には、該他の庇と、延長した凹部の庇とがそれぞれ独立して張り出
すため、凹部が見える位置における建物の外観の統一性に乏しい状態となる。
　そこで、凹部の庇を、凹部よりも外側に延長して張り出させた場合であっても、凹部が
見える位置における建物の外観意匠を向上させることが可能な技術の開発が望まれていた
。
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【０００５】
本発明の課題は、建物の凹部における雨除け効果の向上と、凹部が見える位置における建
物の外観意匠の向上とを可能とする庇構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１，図３，図６～図２１に示すように、建物の複数
のコーナー部１ａ…のうち一つが平面視において室内側に凹む凹部１ｂとされており、該
凹部１ｂを含む外壁２に取り付けられる庇４０の構造において、
　前記凹部１ｂ内に配置され、該凹部１ｂを形成する複数の外壁２ａ，２ｂに固定される
枠部４１と、
　前記枠部４１の上面に設置されるとともに、上面が前記複数の外壁２ａ，２ｂ側から外
部に向かって傾斜する下り勾配面とされた凹部庇部４２と、
　前記枠部４１および前記凹部庇部４２を支持する支柱４３と、
　前記凹部庇部４２の少なくとも一辺に設けられる長庇部４４と、を備えており、
　前記凹部１ｂに隣り合う二つの他のコーナー部１ａ，１ａのうち少なくとも一方の他の
コーナー部１ａは出隅部１ｃとされており、
　前記長庇部４４の少なくとも一辺は、前記凹部１ｂと前記出隅部１ｃとされた他のコー
ナー部１ａとの間に配置されている庇構造であって、
前記長庇部４４は、前記枠部４１と前記外壁２に固定される長庇パネル４５と、
前記長庇パネル４５の上面に、該長庇パネル４５上面をカバーし、前記枠部４１および前
記外壁２から外部側に向かって傾斜するようにして設けられる長庇カバー材４６と、
前記長庇パネル４５の外部側端面に沿って取り付けられる樋４７と、を有しており、
前記長庇部４４は、略直線状に形成された直線部４４ａと、
該長庇部４４の長さ方向一端部に位置し、前記出隅部１ｃに取り付けられる平面視略Ｌ字
状の出隅エンド部４４ｂと、を含んで構成されており、
前記出隅エンド部４４ｂに取り付けられる前記樋４７のうち、前記出隅部１ｃを回り込む
ようにして配置される樋４７の末端部の付近には竪樋４８が設けられていることを特徴と
する。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、前記支柱４３によって前記枠部４１と、該枠部４１の
上面に設置される前記凹部庇部４２とを確実に支持できる。
　また、前記凹部庇部４２によって、該凹部庇部４２の下方の雨除け効果を得ることがで
きる。
　また、前記長庇部４４の前記少なくとも一辺は、前記凹部１ｂと前記出隅部１ｃとされ
た他のコーナー部１ａとの間に配置されているので、例えば該長庇部４４の一辺を前記出
隅部１ｃまで延ばさずに他の庇を設けるような場合に比して連続性があり、前記凹部１ｂ
が見える位置における建物１の外観に統一感を持たせることができ、外観意匠を向上させ
ることが可能となる。さらに、前記凹部庇部４２を外側に延長して張り出せたような状態
とすることができる。これによって、雨の日に例えば前記凹部１ｂに設けられる窓や玄関
ドアを開けても雨水が建物１内に入りにくくなったり、地面からの泥の跳ね返りに起因す
る前記外壁２の汚れの範囲を狭くしたりすることができるので、前記凹部１ｂにおける雨
除け効果を向上させることができる。
　さらに、前記凹部庇部４２と前記長庇部４４とを個別に施工できるので、前記凹部１ｂ
の広さが建物１のプランごとに変更されたとしても、前記凹部庇部４２上面の前記下り勾
配面を前記長庇部４４に関係なく調整できる。さらに、建物１のプランごとに同じ仕様の
前記長庇部４４を採用できる。これによって、部品の共通化によるコストの低減や施工性
の向上を図ることができる。
　また、前記長庇部４４を、前記凹部庇部４２が設けられる前記二つの外壁２ａ，２ｂと
は異なる他の外壁（例えば外壁２ｃ）の窓の庇としても利用することができる。
加えて、前記枠部４１と前記外壁２に前記長庇部４４を取り付けるにあたって、例えば前
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記長庇パネル４５を傾斜させた状態で取り付ける必要がないので、前記長庇カバー材４６
によって、前記長庇パネル４５の上方に下り勾配面を容易に形成できる。
また、前記長庇パネル４５の外部側端面に前記樋４７が取り付けられるので、前記凹部庇
部４２から前記長庇カバー材４６へと流れる雨水を確実に集水できる。さらに、前記凹部
庇部４２に対して前記樋４７やドレーンを設けないで済む。
それに加えて、前記直線部４４ａによって前記長庇部４４の直線部分を形成することがで
きる。また、前記出隅エンド部４４ｂによって前記長庇部４４の長さ方向一端部の前記出
隅部１ｃに対応する部分を形成することができる。また、前記出隅エンド部４４ｂの前記
樋４７のうち、前記出隅部１ｃを回り込むようにして配置される樋４７の末端部に前記竪
樋４８が設けられるので、前記凹部１ｂが見える位置から該竪樋４８を見えにくくするこ
とができ、前記凹部１ｂが見える位置における建物１の外観意匠をより向上できる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１，図３，図６～図２１に示すように、請求項１に
記載の庇構造において、
　前記凹部１ｂと前記隣り合う二つの他のコーナー部１ａ，１ａとの間には、前記凹部１
ｂを介して互いに直交する方向に配置される二つの他の外壁２ｃ，２ｄが設けられており
、
　前記枠部４１は、前記二つの他の外壁２ｃ，２ｄのそれぞれの延長線に沿って配置され
るとともに、互いに直交する複数の枠材４１ｂ，４１ｂを有しており、
　前記凹部庇部４２の外部側端部は、前記複数の枠材４１ｂ，４１ｂの上面に設置されて
いることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、前記複数の枠材４１ｂ，４１ｂは互いに直交し、前記
二つの他の外壁２ｃ，２ｄのそれぞれの延長線に沿って配置されるので、前記凹部１ｂの
外縁として配置されることになる。このような複数の枠材４１ｂ，４１ｂの上面に、前記
凹部庇部４２の外部側端部が設置されているので、該凹部庇部４２を前記凹部１ｂ内に収
まるようにして設置することが可能となる。
　これによって、前記凹部庇部４２を、前記二つの他の外壁２ｃ，２ｄよりも外側に張り
出させないようにすることができるので、前記凹部１ｂが見える位置における建物１の外
観性の低下を防ぐことができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図１，図３，図６，図１０～図２１に示すように、請
求項１または２に記載の庇構造において、
　前記長庇部４４は平面視略Ｌ字状に形成されており、
　該長庇部４４は、前記凹部庇部４２を取り囲むようにして設けられていることを特徴と
する。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、平面視略Ｌ字状に形成された前記長庇部４４が、前記
凹部庇部４２を取り囲むようにして設けられているので、該長庇部４４によって、前記凹
部庇部４２を複数の方向に張り出させるように見せることができる。
　これによって、前記凹部１ｂが見える位置における建物１の外観性をより向上できる。
また、平面視Ｌ字状に形成した分、前記長庇部４４による雨除け範囲を広げることができ
るので、前記凹部１ｂにおける雨除け効果をより向上させることができる。
　さらに、前記凹部庇部４２の上面を多方向に流れる雨水を前記長庇部４４で受けやすく
なる。これによって、例えば前記長庇部４４を前記一辺のみとする場合とは異なり、前記
凹部庇部４２の勾配を大きくして雨水が流れる向きを前記長庇部４４の前記一辺に向かう
方向に調整する必要がないため、前記凹部庇部４２の勾配を抑えることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図６～図１６に示すように、請求項１～３のいずれか
一項に記載の庇構造において、
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　前記凹部庇部４２は、前記枠部４１の上面に載置固定される凹部パネル４２ａと、
　前記凹部パネル４２ａの上面に取り付けられるとともに、上面に、外部側に向かって傾
斜する傾斜面が形成された複数の勾配材４２ｂ…と、
　前記複数の勾配材４２ｂ…の上面に、該複数の勾配材４２ｂ…と前記凹部パネル４２ａ
上面とをカバーするようにして取り付けられる凹部カバー材４２ｃと、を有することを特
徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、前記凹部１ｂに前記凹部庇部４２を設けるにあたって
、例えば前記凹部パネル４２ａを傾斜させた状態で取り付ける必要がないので、前記凹部
パネル４２ａの上面に前記複数の勾配材４２ｂ…を取り付け、前記凹部カバー材４２ｃに
よって前記下り勾配面を容易に形成できる。
　また、前記凹部パネル４２ａは前記枠部４１の上面に載置固定される単純なパネルであ
り、前記複数の勾配材４２ｂ…は上面に傾斜面が形成された単純な部材であるため、それ
ぞれ生産しやすい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、建物の凹部における雨除け効果の向上と、凹部が見える位置における
建物の外観意匠の向上とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】建物を示す正面図である。
【図２】建物の１階を示す断面図である。
【図３】建物の２階を示す断面図である。
【図４】建物の２．５階を示す断面図である。
【図５】建物の前側部および建物正面部の概要を説明する斜視図である。
【図６】庇を示す斜視図である。
【図７】庇の施工工程の一を示す斜視図である。
【図８】庇の施工工程の一を示す斜視図である。
【図９】庇の施工工程の一を示す斜視図である。
【図１０】庇の施工工程の一を示す斜視図である。
【図１１】庇を示す平面図である。
【図１２】図１１のＡ－Ａ断面図である。
【図１３】同、Ｂ－Ｂ断面図である
【図１４】同、Ｃ－Ｃ断面図である。
【図１５】同、Ｄ－Ｄ断面図である。
【図１６】同、Ｅ－Ｅ断面図である。
【図１７】出隅エンド部を示す平面図である。
【図１８】図１７のＦ－Ｆ断面図である。
【図１９】出隅エンド部を取り付けるための下地を示す図である。
【図２０】入隅エンド部の例を示す図である。
【図２１】凹部庇部と外壁との取り合い部分の変形例を示す断面図である。
【図２２】面格子の詳細を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、図２～図４の紙面
上において上が北、下が南、左が西、右が東とされている。
　また、本実施の形態の建物１は、壁や床、屋根といった建物の構成要素を予め工場にて
パネル化しておき、施工現場でこれらのパネルを組み立てて構築するパネル工法で構築さ
れるが、従来の軸組工法や壁式工法の木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物にも適
用することができる。
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　また、このパネルとは、縦横の框材（芯材）が矩形状に組み立てられるとともに、矩形
枠の内部に補助桟材（芯材）が縦横に組み付けられて枠体が構成され、この枠体の両面も
しくは片面に、面材が貼設されたものであり、内部中空な構造となっている。さらに、そ
の内部中空な部分には、通常、グラスウールやロックウール等の断熱材が装填されるもの
である。また、外壁として用いる場合、外側表面には胴縁を介して外装材が取り付けられ
る。
【００２５】
＜建物１＞
　まず、図１～図５に示す建物１について説明する。
　前記建物１は住宅であり、１階と２階と２．５階とからなる。また、前記建物１は、断
面視において略逆Ｌ型の雁行形状とされており、上部に設けられる屋根５も、前記建物１
の雁行形状に対応した形状となっている。
　また、前記建物１は、複数層の建物本体６と、前記建物本体６の前側部７に一体的に設
けられるとともに該建物本体６の前側部７と同層かつ略同幅に設定された建物正面部８と
、を備える。
【００２６】
　前記建物本体６の前記前側部７の最下層は、図２に示すように、該前側部７と前記建物
正面部８とを連通する通路７ｃが配置される建物内空間としての通路領域７ａと、部屋（
後述するリビング１３ａ等）が配置される建物内空間としての部屋領域７ｂとを有する。
　前記建物正面部８は、図５に示すように、該建物正面部８を幅方向に仮想的に三つに区
分けしてなる第一領域８ａと第二領域８ｂと第三領域８ｃとを有する。
　なお、本実施の形態においては、前記建物正面部８は仮想的に略三等分に区分けされて
いるが、これに限られるものではない。つまり、敷地の広さやこれに応じた建物の広さを
考慮し、極端に寸法差が生じない範囲で三つに区分けされていればよいものとする。
【００２７】
　なお、前記建物本体６と前記建物正面部８は、前記建物１を構成する互いに異なる要素
ではあるが、実際に前記建物１を建築する上で一体であることは言うまでもない。したが
って、図２～図４に示すように、前記前側部７および前記建物正面部８は、略逆Ｌ型の建
物１の南側に配置された縦長の一画とされ、前記建物本体６のうち前記前側部７を除く部
分は、略逆Ｌ型の建物１の北側に配置された横長の一画とされている。
【００２８】
　そして、図２および図５に示すように、前記第一領域８ａの最下層は前記通路領域７ａ
に隣接している。
　また、前記第二領域８ｂおよび前記第三領域８ｃの最下層は前記部屋領域７ｂに隣接し
ている。
　また、前記第一領域８ａと前記第二領域８ｂと前記第三領域８ｃのうち少なくとも二つ
の領域は建物内空間とされている。
　なお、本実施の形態においては、前記第一領域８ａと前記第二領域８ｂの二つの領域が
建物内空間とされ、前記第三領域８ｃが建物外部とされている。
　そして、該第三領域８ｃは、建物１の複数のコーナー部１ａ…のうちの一つのコーナー
部１ａに入隅状に形成される凹部１ｂに配置されており、その最下層は玄関ポーチ１０と
されている。
【００２９】
　また、建物内空間とされた前記第一領域８ａと前記第二領域８ｂの最上層は、図１，図
２，図４に示すように、バルコニー１１とされている。前記バルコニー１１は、前記建物
本体６の前記前側部７内に設けられた部屋３４に隣接している。
【００３０】
　また、前記建物正面部８の最下層とその直上層との境界部分には、図１および図３に示
すように、本発明の庇４０が設けられている。そして、前記庇４０は、前記凹部１ｂに設
けられる凹部庇部４２と、前記建物正面部８の正面部と一側面部とにわたって、かつ前記
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凹部１ｂを取り囲むようにして設けられる平面視略Ｌ字状の長庇部４４と、を少なくとも
備える。
【００３１】
　また、前記建物本体６の前記前側部７は図２～図５に示すように、三層構造とされてお
り、この前側部７の中間層は、天井高が０．８～１．４ｍに設定された収納室２１とされ
ている。
　一方、前記建物正面部８の中間層は、図３に示すように、前記収納室２１に対して隔絶
されるとともに、前記建物正面部８の最下層と最上層とを離間させるデッドスペース９と
されている。
【００３２】
　前記建物１の周囲には外壁２が設けられている。この外壁２は、前記建物１の全周およ
び全高に及ぶ全ての外壁を含むものである。そして、本実施の形態の外壁２は、前記建物
１の各側面ごとに更に細分化された構成となっており、外壁２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２
ｅ，２ｆを備える。
　前記外壁２ａ，２ｂは、入隅部である前記凹部１ｂを構成するものである。
　前記外壁２ｃは、前記外壁２ａと直交して連続的に配置されるものである。なお、該外
壁２ｃのうち前記建物１の１階部分には窓３が設けられている。
　前記外壁２ｄは、前記外壁２ｂと直交して連続的に配置されるものである。さらに、該
外壁２ｄは後述する入隅部１ｄを構成している。
　前記外壁２ｅは、前記外壁２ｃと直交して連続的に、かつ前記外壁２ａ，２ｄと平行に
配置されるものである。
　前記外壁２ｆは、前記外壁２ｄとともに後述する入隅部１ｄを構成するものである。
　なお、前記外壁２ｃ，２ｄは、前記凹部１ｂを介して互いに直交する方向に配置されて
おり、前記凹部１ｂと前記隣り合う二つの他のコーナー部１ａ，１ａとの間に設けられて
いる。
【００３３】
　前記窓３が形成された前記外壁２ｃの前方には、図１および図２，図２２に示すように
、面格子５０が、該外壁２ｃの幅方向両端部間または／および高さ方向両端部間にわたっ
て、かつ前記窓３を覆うようにして設けられている。
　なお、本実施の形態においては、前記窓３の幅寸法が前記外壁２ｃに対して４分の３程
度の幅寸法に設定されている。前記面格子５０の幅寸法は前記窓３の幅寸法よりも広く、
前記外壁２ｃに対して４分の３以上に設定されている。さらに、前記面格子５０の高さ寸
法は、前記外壁２ｃの高さ方向両端部間にわたる長さに設定されている。より詳細には、
前記面格子５０は、図１に示すように、上端部が前記庇４０の下面に達し、下端部が前記
外壁２ｃよりも下方に位置する建物基礎に達する長さに設定されている。
【００３４】
　以下、前記建物１について、より詳細に説明する。
　まず、前記建物１は矩形状の敷地に建築されている。そして、前記建物１の複数のコー
ナー部１ａ…のうち、該建物１の雁行形状を規定する入隅部１ｄには中庭１４が配置され
ている。このように前記中庭１４は前記建物１の入隅部１ｄに配置されているので、該中
庭１４にいる人に対して、程よく囲まれた印象やプライベートな雰囲気の中で自然と触れ
合える環境を提供することができ、居住者にとって居心地の良い環境を形成することがで
きる。
　なお、前記入隅部１ｄは、互いに直交する前記外壁２ｄ，２ｆによって形成されている
。
【００３５】
　また、前記建物１が建築される敷地は道路に面しており、該敷地内には前記道路に面し
て駐車スペース１２が設けられている。さらに、この駐車スペース１２の北側に前記中庭
１４が配置されており、西側には、前記部屋領域７ｂに隣接する前記玄関ポーチ１０が配
置されている。
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　前記駐車スペース１２内には、電気自動車（ＥＶ）あるいはプラグインハイブリッドカ
ー（ＰＨＶ）等のように電気エネルギーで走行する自動車のための充電スタンド１２ａが
設置されている。
　また、敷地内には、コストの低い夜間電力や太陽光発電等により自家発電した電力を蓄
電するための蓄電池１２ｂが設置されている。
【００３６】
　前記建物１の１階において、前記玄関ポーチ１０の西側に、外壁２ａに形成された玄関
ドア付きの玄関開口部４を介して玄関が配置されている。なお、図２における玄関付近の
升目状部分は土間床面である。また、前記玄関ポーチ１０には前記庇４０を支持する支柱
４３が立設配置されている。
　前記玄関は前記第一領域８ａおよび前記第二領域８ｂの最下層に該当する建物内空間で
ある。そして、前記玄関のうち前記第一領域８ａ側は前記前側部７の前記通路領域７ａに
隣接しており、前記第二領域８ｂ側は前記前側部７の前記部屋領域７ｂに隣接している。
　なお、本実施の形態の玄関は、二つの領域分の広さに設定されているので、比較的広い
空間となっている。このため、この玄関を近隣住民とのコミュニケーションスポットとし
て活用しやすい。
【００３７】
　玄関である前記第一領域８ａに隣接する前記通路領域７ａには、図２に示すように、前
記前側部７と前記建物正面部８とを連通する通路７ｃが配置されている。本実施の形態の
通路７ｃは、北側に配置される階段室１５と前記第一領域８ａとを連通するとともにシュ
ーズクローゼット等を具備した収納付き玄関通路とされている。
　また、玄関である前記第二領域８ｂに隣接する前記部屋領域７ｂには、リビング１３ａ
を含む部屋１３が配置されている。なお、前記第二領域８ｂと前記部屋１３の前記リビン
グ１３ａとの間に式台７ｄが設けられている。
　すなわち、本実施の形態においては前記玄関から建物１内の部屋へのルートが２通り用
意されている。これにより、将来的に二世帯同居する際に、２つの動線を確保できるので
好ましい。
【００３８】
　前記部屋１３は、前記リビング１３ａとダイニング１３ｂとキッチン１３ｃの機能を一
室に併存させた大空間の居室である。そして、前記建物１の雁行形状に対応して平面視略
逆Ｌ字状に形成された所謂Ｌ型ゾーニングが採用されている。このように略Ｌ型に形成さ
れることによって、視線を斜めに導くことができるので部屋１３を広く感じさせることが
できる。
【００３９】
　また、本実施の形態においては、前記リビング１３ａの北側に前記ダイニング１３ｂが
配置され、前記ダイニング１３ｂの東側に前記キッチン１３ｃが配置されている。
　前記部屋１３は、前記リビング１３ａのみが前記前側部７に位置しているため、該リビ
ング１３ａ側のエリアと、前記ダイニング１３ｂおよび前記キッチン１３ｃ側のエリアと
に分けやすい構造となっている。これによって、将来的には、前記リビング１３ａと前記
ダイニング１３ｂとの間に間仕切壁を設置して、前記リビング１３ａを親世帯居室等とし
て利用することもできる。
【００４０】
　前記部屋１３が上述のように略Ｌ型に形成されることによって、該部屋１３によって前
記中庭１４を囲むことができる。すなわち、前記入隅部１ｄを形成し、かつ前記部屋１３
を形成する外壁である前記外壁２ｄ，２ｆが前記中庭１４に面した状態となっている。
　また、前記外壁２ｄ，２ｆには、前記中庭１４に向かって開口する開口部１４ａ，１４
ｂ，１４ｃが形成されている。これら開口部１４ａ，１４ｂ，１４ｃには所謂掃出し窓が
設けられており、前記部屋１３と前記中庭１４との間に比較的大きな開口を形成すること
ができる。これによって、前記部屋１３と前記中庭１４との一体感を向上させることがで
きるので、前記部屋１３における開放感の向上を図ることができる。さらに、前記部屋１
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３の採光性や通風性も向上させることができる。
　なお、前記開口部１４ｃは南側に向かって開口する所謂南面開口であり、特に採光性に
優れる。
【００４１】
　前記部屋１３の北側には洗面所や浴室等が設けられている。また、前記部屋１３の西側
には、収納付き玄関通路である前記通路７ｃの北側に位置する前記階段室１５が配置され
ている。
　前記階段室１５は、平面視矩形状に形成されており、前記建物１の１階から２階にわた
って設けられている。
　また、上端部には前記屋根５に形成される複数のトップライト１６，１６が設けられて
いる。前記階段室１５に複数のトップライト１６，１６が設けられているので、暗くなり
がちな建物１の北側も自然光を確保することができる。これに応じて、前記階段室１５に
設けられる手摺やパーテーションを透明部材や透光性を有する部材で構成することが好ま
しい。
【００４２】
　また、前記階段室１５は、トイレと、１階と２階と接続する折り返し階段である室内階
段１５ａと、２階の踊り場１５ｂと、を備える。
　また、前記前側部７には、図３および図４に示すように、前記階段室１５に隣接すると
ともに前記踊り場１５ｂを介して２階と２．５階とを接続する半階分の室内階段１５ｃと
、２．５階の踊り場１５ｄとが設けられている。
　なお、本実施の形態において、前記室内階段１５ｃおよび前記踊り場１５ｄは、前記前
側部７内に設けられるものとしたが、前記階段室１５の一部として該階段室１５に備えら
れるものとしてもよい。
【００４３】
　前記建物１の２階において、前記階段室１５の東側には、前記踊り場１５ｂの延長とし
て家族が共用できる部屋１９が設けられている。本実施の形態においては前記部屋１９を
例えば本棚を設置したり、机を設置したりすることで、所謂ファミリーライブラリーとし
て利用できるが、これに限られるものではなく、家族での共用を目的とする部屋であれば
特に限定されるものではない。
　このような部屋１９が前記踊り場１５ｂに延長して設けられることによって、家族同士
が互いに顔を見合わせることが可能な場所を前記部屋１３以外にも用意できるので、家族
同士のコミュニケーションの機会を増やすことができる。
【００４４】
　前記部屋１９の東側には主寝室としての部屋２０が配置されている。この部屋２０は前
記キッチン１３ｃの上方に位置しており、該キッチン１３ｃと同様に南側に向かって開口
する採光性に優れる南面開口部２０ａを有する。
　なお、前記キッチン１３ｃ側の開口部１４ｃと前記南面開口部２０ａとは、前記建物１
が雁行形状であることにより、敷地内の比較的奥まった位置に設けられることになる。こ
れによって、プライバシーを確保しながら採光性の向上を図ることができるので、前記部
屋２０および前記キッチン１３ｃの開放感を向上させることができる。
【００４５】
　また、前記部屋１９および前記部屋２０の北側には、前記部屋２０から行き来可能なウ
ォークインクローゼットと、前記部屋１９から行き来可能な小部屋・トイレとが配置され
ている。
　さらに、前記部屋１９の南側には、前記前側部７の中間層である前記収納室２１が配置
されており、この収納室２１の南側には前記建物正面部８の中間層である前記デッドスペ
ース９が配置されている。
【００４６】
　前記建物１の２．５階には、図４に示すように、前記収納室２１の上方に位置するとと
もに前記バルコニー１１に隣接する前記部屋３４が配置されている。
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　前記部屋３４は、該部屋３４を前記前側部７の幅方向に二分割する間仕切壁３５が取り
外し可能に設けられることによって形成された第一部屋３４ａと第二部屋３４ｂとを備え
る。なお、本実施の形態においては、前記部屋３４は前記間仕切壁３５によって二等分さ
れている。
【００４７】
　そして、前記バルコニー１１と前記第一部屋３４ａとの間には第一開口部３６ａが設け
られ、前記バルコニー１１と前記第二部屋３４ｂとの間には第二開口部３６ｂが設けられ
ている。さらに、前記踊り場１５ｄと前記第一部屋３４ａとの間には第一出入口３７ａが
設けられ、前記踊り場１５ｄと前記第二部屋３４ｂとの間には第二出入口３７ｂが設けら
れている。
【００４８】
　前記第一出入口３７ａと前記第二出入口３７ｂとの間には、前記間仕切壁３５と同一直
線上に配置される固定壁３５ａが立設されている。
　前記固定壁３５ａは前記間仕切壁３５とは異なり、取り外し可能とはされておらず、前
記部屋３４の床（中間床１８）や前記第一出入口３７ａおよび第二出入口３７ｂが形成さ
れる壁等に固定されている。すなわち、前記間仕切壁３５は、前記固定壁３５ａと、前記
バルコニー１１側の前記第一開口部３６ａおよび前記第二開口部３６ｂが形成される壁と
の間に設けられて固定された状態となっている。
【００４９】
　前記部屋３４は、前記間仕切壁３５を取り付けることによって二つの部屋に区分けされ
、前記間仕切壁３５を取り外すことによって一つの部屋とされる。これによって、例えば
子供の成長や各家庭の事情に応じて、前記部屋３４を一つの部屋から二つの部屋へとプラ
ンを変更したり、二つの部屋から一つの部屋へとプランを変更したりすることができるの
で、居住者のライフスタイルに合わせて前記部屋３４のプランを適宜変更できる。
【００５０】
　なお、前記建物本体６において２．５階に設けられる部屋は前記部屋３４のみである。
また、前記階段室１５の上部は前記屋根５までの吹き抜けとされている。また、前記部屋
１９の南側半分の上部も吹き抜けとなっている。その他の部分は前記屋根５の形状や高さ
を考慮し、デッドスペース（小屋裏空間）とされている。
【００５１】
　前記バルコニー１１は、前記第一領域８ａと前記第二領域８ｂの最上層であり、周囲を
手摺壁１１ａによって囲まれている。
　前記手摺壁１１ａは、前記デッドスペース９を囲む外壁２ａ，２ｃ，２ｅと一体的に設
けられている。つまり、前記建物正面部８において前記第一領域８ａと前記第二領域８ｂ
を取り囲むようにして配置される外壁は、前記手摺壁１１ａを含めて最下層から最上層に
わたって一体的となっている。
【００５２】
　また、前記手摺壁１１ａの高さは通常の手摺壁よりも高く設定されている。すなわち、
建築基準法施行令において手摺壁の高さは１．１ｍ以上とされているが、前記手摺壁１１
ａの高さは少なくとも１．２ｍ以上に設定されている。
　また、前記屋根５のうち前記バルコニー１１の上方に位置する軒先部５ａは、他の軒先
部５ｂと比較して軒の出が大きく設定されている。つまり、前記軒先部５ａは前記バルコ
ニー１１側に大きく張り出した状態となっている。
　これによって、前記バルコニー１１を、深い軒と高めの手摺とで囲まれることにより、
夏の高い直射日光や下からの見上げ視線を遮ることのできる居心地の良い軒下空間とする
ことができる。特に近隣住宅との距離が近くなりがちな都市部においては、近隣住宅から
の視線を効果的に遮ることができ好ましい。
【００５３】
　以上のような前記建物１によれば、前記建物本体６の前記前側部７と前記建物正面部８
とを連通する通路７ｃが配置される建物内空間としての通路領域７ａと、部屋が配置され
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る建物内空間としての部屋領域７ｂを有する範囲内で、前記建物本体６の前記前側部７の
最下層のプラン変更を行うことができる。
　また、前記第一領域８ａの最下層を前記通路領域７ａに隣接させ、前記第二領域８ｂお
よび前記第三領域８ｃの最下層を前記部屋領域７ｂに隣接させ、前記第一領域８ａと前記
第二領域８ｂと前記第三領域８ｃのうち少なくとも二つの領域を建物内空間とする範囲内
で、前記建物正面部８のプラン変更を行うことができる。
　また、前記建物正面部８を、前記建物本体６の前記通路領域７ａと前記部屋領域７ｂと
を基準にしてプラン変更できるので、前記建物正面部８のプラン変更が前記建物本体６の
前記前側部７の最下層のプランに影響を与えることを防ぐことができる。
　これによって、前記建物本体６の前記前側部７の最下層と、前記建物正面部８とを、施
工主のライフスタイルに合わせて適宜プラン変更できるので、近年におけるライフスタイ
ルの多様化に対応することができ、施工主の要望により一層合った設計プランを提供する
ことが可能となる。
【００５４】
＜収納室２１＞
　次に、前記収納室２１について説明する。
　図３に示すように、前記建物１の２階の床１７の一部の上方に該床１７より０．８～１
．４ｍ高い中間床１８が設けられ、これら床１７と中間床１８との間の空間が前記収納室
２１とされている。また、前記収納室２１は前記部屋１９に隣接している。
　なお、図３および図４に示すように、前記床１７の上方には前記収納室２１の他に、前
記部屋１９，２０、前記踊り場１５ｂ等が設けられ、前記中間床１８の上方には前記部屋
３４と前記踊り場１５ｄが設けられる。
【００５５】
　前記収納室２１は、前記部屋１９に隣接配置される第一収納室２１ａと、前記部屋１９
との間に前記第一収納室２１ａが介在するようにして該第一収納室２１ａに隣接配置され
る第二収納室２１ｂと、を備える。すなわち、前記第二収納室２１ｂは、前記部屋１９に
対して、前記第一収納室２１ａよりも奥まった位置に配置されることになる。
　本実施の形態においては、前記第二収納室２１ｂは、前記第一収納室２１ａの西側に配
置されている。
【００５６】
　また、前記第一収納室２１ａと前記部屋１９との間の壁２２には第一出入口２２ａが形
成されている。前記第二収納室２１ｂと前記第一収納室２１ａとの間の壁２３には第二出
入口２３ａが形成されている。
　そして、前記第二出入口２３ａには、該第二出入口２３ａが形成される壁２３に沿って
スライドするスライド手段３３を有することによって該第二出入口２３ａを開閉する扉と
しての機能を持つ可動収納家具２６が設けられている。また、前記可動収納家具２６は、
前記第一収納室２１ａ内に設置されている。
【００５７】
　前記第二収納室２１ｂの床面積は、前記第一収納室２１ａの床面積よりも小さく設定さ
れている。本実施の形態においては、前記第一収納室２１ａの床面積は、前記第二収納室
２１ｂの２．５倍程度に設定されている。
　より詳細には、前記第二収納室２１ｂの幅（東西の長さ）は前記第一領域８ａの幅と同
等に設定されており、前記第一収納室２１ａの幅は、前記第二領域８ｂおよび前記第三領
域８ｃの幅と同等に設定されている。さらに、前記第二収納室２１ｂの南北の長さは、前
記前側部７の南北の長さよりも前記室内階段１５ｃがある分短く設定されており、前記第
一収納室２１ａは前記前側部７と同等に設定されている。
　なお、本実施の形態においては、前記第二収納室２１ｂの床面積は以上のように設定さ
れているが、これに限られるものではない。
【００５８】
　また、前記第一収納室２１ａ内には、前記第二出入口２３ａを閉塞した状態の前記可動
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収納家具２６と隣接するとともに前記第二出入口２３ａが形成される壁２３に固定される
固定収納家具２７が設置されている。つまり、前記可動収納家具２６と前記固定収納家具
２７とを並べて設置できるので、前記固定収納家具２７によって、前記可動収納家具２６
が可動式であるか固定式であるかを判断しにくくすることができる。
　また、前記可動収納家具２６と前記固定収納家具２７を並べて設置するだけでなく、図
３に示すように、その他の家具も効果的に配置することによって、前記可動収納家具２６
の存在をカムフラージュできるので好ましい。
【００５９】
　さらに、上述のように前記部屋１９の南側に前記第一収納室２１ａが配置され、該第一
収納室２１ａの西側に前記第二収納室２１ｂが配置されている。このため、前記第一出入
口２２ａが形成される壁２２と、前記第二出入口２３ａが形成される壁２３とは直交する
方向に配置されている。
　そして、前記固定収納家具２７は、前記可動収納家具２６よりも前記第一出入口２２ａ
側に配置されている。
　なお、本実施の形態においては、前記壁２２と前記壁２３とが直交する方向に配置され
ているものとしたが、これに限られるものではない。例えば前記壁２２と前記壁２３とが
対向して配置され、さらに前記第一出入口２２ａと前記第二出入口２３ａとが対向されて
配置されるようにしてもよい。
　また、前記固定収納家具２７は、前記可動収納家具２６よりも前記第一出入口２２ａ側
に配置されているとしたが、これに限られるものではない。
【００６０】
　また、前記第二収納室２１ｂは、前記第二出入口２３ａが形成される壁２３と、該壁２
３と平行または直交して配置される他の壁２ｅ，２４と、室内階段１５ｃとによって囲ま
れている。なお、前記壁２ｅは上述のように外壁であり、前記壁２４は前記デッドスペー
ス９を形成する外壁ではない壁である。
　すなわち、前記壁２３は前記第二収納室２１ｂの東側部分に位置し、前記外壁２ｅは西
側部分に位置し、前記壁２４は南側に位置し、前記室内階段１５ｃは北側に位置する。
【００６１】
　なお、前記可動収納家具２６および前記固定収納家具２７は、前記スライド手段３３を
有する点を除き略同様の構成とされている。
　また、本実施の形態の可動収納家具２６および固定収納家具２７は、少なくとも側板、
天板、底板、棚板を備えた収納棚である。また、前記スライド手段３３は、例えばキャス
ター等が採用される。
【００６２】
　以上のような前記収納室２１によれば、前記第二収納室２１ｂは前記部屋１９との間に
前記第一収納室２１ａが介在するようにして該第一収納室２１ａに隣接配置されるので、
前記第二収納室２１ｂは、前記部屋１９に対して、前記第一収納室２１ａよりも奥まった
位置に配置されることになる。さらに、前記可動収納家具２６によって前記第二出入口２
３ａを開閉できるので、前記第二収納室２１ｂを人目につきにくくすることができる。つ
まり、前記可動収納家具２６によって前記第二収納室２１ｂの存在をカムフラージュする
ことができる。これによって、物品を人目につかないように前記第二収納室２１ｂに収納
することが可能となる。
　しかも、前記可動収納家具２６は、前記第一収納室２１ａ内に配置されているので、前
記第一収納室２１ａのさらに奥に配置された前記第二収納室２１ｂの存在を、該可動収納
家具２６によってより効果的にカムフラージュすることができる。
【００６３】
＜庇４０＞
　次に、前記庇４０について詳細に説明する。
　本実施の形態の庇４０の構造は、図１，図３，図６～図２１に示すように、入隅部であ
る前記凹部１ｂを含む外壁２に取り付けられるものである。また、前記建物１に対する前
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記庇４０の高さ位置は、上述のように、前記建物正面部８の最下層とその直上層との境界
部分とされている。すなわち、本実施の形態において前記庇４０は、最下層である前記建
物正面部８の玄関および玄関ポーチ１０と、中間層である前記デッドスペース９との境界
部分に設けられている。
　また、前記庇４０は、図１，図３，図６～図２１に示すように、前記凹部１ｂ内に配置
され、該凹部１ｂを形成する複数の外壁２ａ，２ｂに固定される枠部４１と、前記枠部４
１の上面に設置されるとともに、上面が前記複数の外壁２ａ，２ｂ側から外部に向かって
傾斜する下り勾配面とされた凹部庇部４２と、前記枠部４１および前記凹部庇部４２を支
持する支柱４３と、前記凹部庇部４２の少なくとも一辺に設けられる長庇部４４と、を備
える。
　また、前記凹部１ｂに隣り合う二つの他のコーナー部１ａ，１ａのうち少なくとも一方
の他のコーナー部１ａは出隅部１ｃとされており、前記長庇部４４の少なくとも一辺は、
前記凹部１ｂと前記出隅部１ｃとされた他のコーナー部１ａとの間に配置されている。
　なお、この庇４０の下面には、野縁４０ａ（４９ｂ）を介して軒天井材４０ｂが設けら
れている。
【００６４】
　前記枠部４１は、上述のように前記凹部１ｂ内に配置され、該凹部１ｂを形成する複数
の外壁２ａ，２ｂに固定される。そして、図７に示すように、一辺の長さが前記凹部１ｂ
を構成する二つの外壁２ａ，２ｂのうち一方の外壁２ａ表面の幅寸法と略等しく、かつ他
辺の長さが他方の外壁２ｂ表面の幅寸法と略等しく設定された四角形状の枠体である。
　そして、この枠部４１は、前記二つの外壁２ａ，２ｂに固定される２本の壁側枠材４１
ａ，４１ａと、外側に位置する外側枠材４１ｂ，４１ｂと、を有する。
　前記壁側枠材４１ａ，４１ａは、前記外壁２ａ，２ｂに対して、該外壁２ａ，２ｂの壁
厚の半分程度まで埋まるようにして設けられている。
　また、前記外側枠材４１ｂ，４１ｂ同士は、前記枠部４１の外側角部４１ｃに該当する
部分でボルト固定されている。
　また、前記枠部４１は水平に配置されている。
【００６５】
　なお、前記外側枠材４１ｂ，４１ｂは互いに直交しており、前記二つの外壁２ｃ，２ｄ
のそれぞれの延長線に沿って配置されている。
　すなわち、前記外壁２ｃの延長線と前記外壁２ｄの延長線は、前記建物１の複数のコー
ナー部１ａ…のうち前記凹部１ｂのある一つのコーナー部１ａにおいて互いに交差するも
のである。前記外側枠材４１ｂ，４１ｂは、このような外壁２ｃ，２ｄの延長線に沿って
配置されるため、互いに直交するように設けられている。そして、このような複数の枠材
４１ｂ，４１ｂの上面に前記凹部庇部４２の外部側端部が設置される。
【００６６】
　前記凹部庇部４２は、図８および図９に示すように、外部側端部が前記枠部４１の上面
に設置されるとともに、上面が前記複数の外壁２ａ，２ｂ側から外部に向かって傾斜する
下り勾配面とされている。なお、本実施の形態においては、稜線４２ｄを境にして二つの
下り勾配面が形成されている。
　この凹部庇部４２は、凹部パネル４２ａと、複数の勾配材４２ｂ…と、凹部カバー材４
２ｃと、を有する。
【００６７】
　前記凹部パネル４２ａは、前記枠部４１の上面に載置固定されるものであり、本実施の
形態においては２枚、前記枠部４１の上面に載置固定されている。すなわち、該凹部パネ
ル４２ａの外部側端部は前記外側枠材４１ｂ，４１ｂの上面に載置固定され、外壁側端部
は前記壁側枠材４１ａ，４１ａの上面に載置固定されている。
　なお、この凹部パネル４２ａは上述のパネルと同様の構成とされているものとする。ま
た、前記凹部パネル４２ａは水平に配置されている。
　また、前記凹部パネル４２ａの上面には、図示しない下地合板が敷設される。その上か
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ら前記凹部カバー材４２ｃが設けられる。
【００６８】
　前記複数の勾配材４２ｂ…は、図１０に示すように、前記凹部パネル４２ａの上面に取
り付けられるとともに、上面に、外部側に向かって傾斜する傾斜面が形成されたものであ
る。本実施の形態の複数の勾配材４２ｂ…は、前記凹部１ｂから前記外側角部４１ｃに向
かって配置された中央の勾配材４２ｂ１を境にして左右対称に複数の勾配材４２ｂ２，４
２ｂ３，４２ｂ４，４２ｂ５が配置されている。つまり、本実施の形態の複数の勾配材４
２ｂ…は、中央の勾配材４２ｂ１と、最も低い位置にＬ字状に配置される勾配材４２ｂ２
，４２ｂ２と、前記中央の勾配材４２ｂ１と前記Ｌ字状に配置された最も低い勾配材４２
ｂ２，４２ｂ２との間にわたって設けられる３種類の高さの途中用勾配材４２ｂ３，４２
ｂ４，４２ｂ５とからなる。そして、図１０に示すような組み方で前記凹部パネル４２ａ
上に設けられている。
　なお、本実施の形態においては図１０に示すような形状の前記各勾配材４２ｂ１～４２
ｂ５を使用し、図１０に示すような組み方が採用されているが、これに限られるものでは
ない。すなわち、図１０に示すような形状に限られない複数の勾配材を、前記凹部１ｂの
最も深い箇所から外部に向かって徐々に低くなるように組めれば良く、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００６９】
　前記凹部カバー材４２ｃは、図１１に示すように、前記複数の勾配材４２ｂ…の上面に
、該複数の勾配材４２ｂ…と前記凹部パネル４２ａ上面とをカバーするようにして取り付
けられるものである。
　本実施の形態においては、４枚の凹部カバー材４２ｃが用いられている。また、４枚の
うち、前記凹部１ｂの最も内側に位置する第一の前記凹部カバー材４２ｃ１は、平面視正
方形状に形成されている。
　前記外側角部４１ｃの上方に位置する第二の前記凹部カバー材４２ｃ２は、前記第一の
凹部カバー材４２ｃ１の先端部の形状に対応する形状となるように切欠形成されている。
第三、第四の前記凹部カバー材４２ｃ３，４２ｃ４は、前記第一の凹部カバー材４２ｃ１
よりも小さい平面視正方形状に形成されている。
【００７０】
　前記第一の凹部カバー材４２ｃ１は、図１２に示すように、下地合板７０ａと、下地合
板７０ａの上面に設けられる２枚重ねの板状の硬質発泡材７０，７０と、上面に設けられ
る塩ビ鋼板７１とを主体として構成されている。２枚の硬質発泡材７０，７０間、上側の
硬質発泡材７０と塩ビ鋼板７１とは両面テープ７２によって固定されている。
　また、下側の硬質発泡材７０と前記凹部パネル４２ａとの間には、耐水シート７３やル
ーフィング７４等の防水処理が適宜施されている。
　また、前記外壁２の表面に取り付けられる外装材６０と前記塩ビ鋼板７１との間にもシ
ーリング７５が施されている。
　なお、本実施の形態においては前記硬質発泡材７０，７０を採用したが、これに限られ
るものではなく、例えばパーティクルボード等でも良い。すなわち、前記硬質発泡材７０
，７０やパーティクルボードのように、吸音性能および消音性能を有するものが好適であ
る。
　また、本実施の形態においては前記塩ビ鋼板７１を採用したが、これに限られるもので
はなく、他の鋼板を採用してもよいものとする。
【００７１】
　また、前記第二の凹部カバー材４２ｃ２、前記第三の凹部カバー材４２ｃ３は、図１３
に示すように、下地合板７０ａと、１枚の板状の硬質発泡材７０と、上面の塩ビ鋼板７１
とを主体として構成されている。また、前記第四の凹部カバー材４２ｃ４も同様に構成さ
れている。
　この第三の凹部カバー材４２ｃ２（または前記第四の凹部カバー材４２ｃ３）と前記第
二の凹部カバー材４２ｃ２との間には、互いの塩ビ鋼板７１，７１を折曲形成してなる溝
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部７６が形成されている。そして、この溝部７６の底部にビスが設けられることによって
前記互いの塩ビ鋼板７１，７１が固定されている。また、前記溝部７６にはシーリング７
６ａが充填され、その上から平型ジョイナー７７が固定されている。
　なお、前記第一の凹部カバー材４２ｃ１と、前記第二～第四の凹部カバー材４２ｃ２，
４２ｃ３，４２ｃ４との間には、前記硬質発泡材７０の使用枚数に応じて段差が形成され
ている。
【００７２】
　図１４に示すように、前記第三の凹部カバー材４２ｃ２（または前記第四の凹部カバー
材４２ｃ３）と前記第一の凹部カバー材４２ｃ１との間にも、互いの塩ビ鋼板７１，７１
を折曲形成してなる溝部７６が形成されている。そして、前記溝部７６にはシーリング７
６ａが充填され、その上から、前記第一の凹部カバー材４２ｃ１との段差に対応したＬ型
ジョイナー７８が固定されている。
【００７３】
　図１５（ａ），（ｂ）に示すように、前記第一の凹部カバー材４２ｃ１と、前記第二の
凹部カバー材４２ｃ２と、前記第三の凹部カバー材４２ｃ３（または前記第四の凹部カバ
ー材４２ｃ４）とが接する部分は、前記Ｌ型ジョイナー７８と、目地用ジョイナー７９と
が交差するようにして設けられている。
　前記目地用ジョイナー７９は、前記第二の凹部カバー材４２ｃ２と、前記第三の凹部カ
バー材４２ｃ３（または前記第四の凹部カバー材４２ｃ４）との間に形成される目地に沿
って設けられるものである。目地にはシーリング７６ａが施されている。
　また、この目地用ジョイナー７９は、該目地用ジョイナー７９と前記Ｌ型ジョイナー７
８の下方に設けられる固定ブラケット７９ａを下地としてビス止めされている。
　なお、前記固定ブラケット７９ａは、前記第一の凹部カバー材４２ｃ１の塩ビ鋼板７１
との間に溝部７６を形成できる構成となっている。この溝部７６にはシーリング７６ａが
充填され、その上から、前記Ｌ型ジョイナー７８が固定されている。
【００７４】
　以上のように前記４枚の凹部カバー材４２ｃ１，４２ｃ２，４２ｃ３，４２ｃ４は、互
いに折り重なる構造ではなく、隣り合う凹部カバー材４２ｃ同士を前記シーリング７６ａ
および各ジョイナー７７，７８，７９によって防水・連結した構成となっている。
　また、前記第一の凹部カバー材４２ｃ１と、前記第二の凹部カバー材４２ｃ２は、中央
に前記稜線４２ｄが設けられ、この稜線４２ｄを境にして略山型に形成されている。
【００７５】
　前記支柱４３は、前記枠部４１および前記凹部庇部４２を支持するものである。本実施
の形態においては、前記外壁２ｃの延長線と前記外壁２ｄの延長線との交点部分に配置さ
れ、前記玄関ポーチ１０に立設されている。
　また、この支柱４３の上端部は、図７に示すように、前記枠部４１の外側角部４１ｃと
ともにボルト固定されている。
【００７６】
　前記長庇部４４は、図３に示すように平面視略Ｌ字状に形成され、前記凹部庇部４２を
取り囲むようにして設けられるものである。
　この長庇部４４は、長庇パネル４５と、長庇カバー材４６と、樋４７と、を有する。
【００７７】
　前記長庇パネル４５は、図８，図９，図１６に示すように、前記枠部４１と前記外壁２
にボルト固定されている。前記長庇パネル４５は水平に配置されている。
　なお、本実施の形態においては、前記外壁２ｃに対しては該外壁２ｃの幅方向にわたっ
て固定され、前記外壁２ｄに対しては端部のみが僅かに固定されている。また、この長庇
パネル４５は上述のパネルと同様の構成とされているものとする。
　すなわち、前記凹部１ｂがあるコーナー部１ａに隣り合う二つのコーナー部１ａ，１ａ
のうち前記外壁２ｃ側のコーナー部１ａは出隅部１ｃとされている。前記長庇部４４のＬ
字状の一辺は、前記凹部１ｂ側のコーナー部１ａと前記出隅部１ｃ側のコーナー部１ａと
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の間に配置され、他辺は、前記凹部１ｂ側のコーナー部１ａと前記外壁２ｄの凹部１ｂ側
端部との間に配置されている。
　なお、前記凹部１ｂと同時に形成される出隅については、前記建物１のコーナー部１ａ
に含まないものとする。つまり、前記凹部１ｂと同時に形成される出隅とは、前記外壁２
ａと前記外壁２ｃとで形成される出隅と、前記外壁２ｂと前記外壁２ｄとで形成される出
隅を指すものとする。
　また、前記出隅部１ｃは、前記外壁２ｃと前記外壁２ｅとで形成されている。
【００７８】
　前記長庇カバー材４６は、図１６に示すように、前記長庇パネル４５の上面に、該長庇
パネル４５上面をカバーし、前記枠部４１および前記外壁２から外部側に向かって傾斜す
るようにして設けられるものである。この長庇カバー材４６を傾斜させるには勾配調整材
４６ａが用いられている。
　なお、前記長庇部４４の末端（エンド部）に位置する長庇カバー材４６やコーナー部に
位置する長庇カバー材４６は、稜線４６ｂを介して二つの下り勾配面が形成されたものを
用いる。
　また、前記長庇カバー材４６は、前記凹部カバー材４２ｃと同様に、前記硬質発泡材７
０と、前記塩ビ鋼板７１とを主体として構成されている。
【００７９】
　前記樋４７は、図３，図１６等に示すように、前記長庇パネル４５の外部側端面に沿っ
て取り付けられものである。この樋４７によって、前記凹部庇部４２の凹部カバー材４２
ｃおよび前記長庇カバー材４６の上面を流れる雨水を受けることができる。
　また、この樋４７は、前記長庇パネル４５の外部側端面に固定された複数のブラケット
４７ａを介して前記長庇パネル４５の外部側端面に取り付けられている。
　なお、前記樋４７の上面には、この樋４７の上面開口部を覆うとともに、多数の孔部が
形成された落ち葉除けの樋カバー材４７ｂが設けられている。
【００８０】
　また、前記長庇部４４は、図１１，図１７等に示すように、略直線状に形成された直線
部４４ａと、該長庇部４４の長さ方向一端部に位置し、前記出隅部１ｃに取り付けられる
平面視略Ｌ字状の出隅エンド部４４ｂと、を含んで構成されている。
　つまり、前記長庇部４４は、出隅や入隅に位置する該長庇部４４の末端（エンド部）を
除く部分が前記直線部４４ａであり、出隅や入隅に位置する該長庇部４４の末端（エンド
部）には、専用の役物を用いる。本実施の形態では、前記長庇部４４の長さ方向一端部は
前記出隅部１ｃに位置するため、専用の役物としての前記出隅エンド部４４ｂが用いられ
ている。
【００８１】
　前記出隅エンド部４４ｂは、図１７～図１９に示すように、前記外壁２ｃに固定される
前記長庇パネル４５と、前記外壁２ｅ側に突出する突出部４６ｃを有する長庇カバー材４
６と、前記外壁２ｃ側から前記外壁２ｅ側に回り込む平面視Ｌ型の樋４７と、この樋４７
を前記外壁２ｅに固定するための下地部４９と、を備える。
　前記下地部４９は、前記樋４７を固定するための固定部材４９ａと、前記軒天井材４０
ｂが下面に固定される野縁４９ｂとを備える。
　前記固定部材４９ａおよび前記野縁４９ｂは、図１９に示すように、前記外壁２ｃより
も前方に突出している。前記固定部材４９ａの突出部分には前記出隅エンド部４４ｂの長
庇パネル４５の側面が固定されており、前記野縁４９ｂの突出部分には他の野縁４０ａが
固定されている。
　また、前記出隅エンド部４４ｂに取り付けられる前記樋４７のうち、前記出隅部１ｃを
回り込むようにして配置される樋４７の末端部の付近には竪樋４８が設けられている。
【００８２】
　なお、前記長庇部４４の末端（エンド部）が入隅部分Ｃに位置する場合には、図２０に
示すように、前記直線部４４ａを、入隅部分Ｃを形成する外壁Ｃ１，Ｃ２に対して突設す
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るようにして納める。
【００８３】
　なお、本実施の形態の凹部１ｂは、上述のように入隅部であり、前記外壁２ａ，２ｂに
よって構成されているが、これに限られるものではない。
　すなわち、前記凹部１ｂは、前記二つの外壁２ａ，２ｂと前記外側枠材４１ｂ，４１ｂ
とによって、平面視において前記建物１のコーナー部１ａを矩形状に切り欠いたような形
状となっている。しかし、これに限られるものではなく、平面視において前記建物１のコ
ーナー部１ａをＬ字状（段状）に切り欠いたような形状としてもよいし、平面視三角形状
でもよいし、平面視扇型でもよい。つまり、いずれの形状にしても、平面視における前記
凹部１ｂの外縁は前記外側枠材４１ｂ，４１ｂによって規定されており、前記凹部１ｂの
壁側縁を規定する外壁２ａ，２ｂの数は二つに限られないこととなる。
【００８４】
　以上のような前記庇４０によれば、前記支柱４３によって前記枠部４１と、該枠部４１
の上面に設置される前記凹部庇部４２とを確実に支持できる。
　また、前記凹部庇部４２によって、該凹部庇部４２の下方の雨除け効果を得ることがで
きる。
　また、前記長庇部４４の前記少なくとも一辺は、前記凹部１ｂと前記出隅部１ｃとされ
た他のコーナー部１ａとの間に配置されているので、例えば該長庇部４４の一辺を前記出
隅部１ｃまで延ばさずに他の庇を設けるような場合に比して連続性があり、前記凹部１ｂ
が見える位置における建物１の外観に統一感を持たせることができ、外観意匠を向上させ
ることが可能となる。さらに、前記凹部庇部４２を外側に延長して張り出せたような状態
とすることができる。これによって、雨の日に例えば前記凹部１ｂに設けられる窓や玄関
ドアを開けても雨水が建物１内に入りにくくなったり、地面からの泥の跳ね返りに起因す
る前記外壁２の汚れの範囲を狭くしたりすることができるので、前記凹部１ｂにおける雨
除け効果を向上させることができる。
　さらに、前記凹部庇部４２と前記長庇部４４とを個別に施工できるので、前記凹部１ｂ
の広さが建物１のプランごとに変更されたとしても、前記凹部庇部４２上面の前記下り勾
配面を前記長庇部４４に関係なく調整できる。さらに、建物１のプランごとに同じ仕様の
前記長庇部４４を採用できる。これによって、部品の共通化によるコストの低減や施工性
の向上を図ることができる。
　また、前記長庇部４４を、前記凹部庇部４２が設けられる前記二つの外壁２ａ，２ｂと
は異なる他の外壁（例えば前記外壁２ｃ）の窓の庇としても利用することができる。
【００８５】
　また、前記複数の枠材４１ｂ，４１ｂは互いに直交し、前記二つの他の外壁２ｃ，２ｄ
のそれぞれの延長線に沿って配置されるので、前記凹部１ｂの外縁として配置されること
になる。このような複数の枠材４１ｂ，４１ｂの上面に、前記凹部庇部４２の外部側端部
が設置されているので、該凹部庇部４２を前記凹部１ｂ内に収まるようにして設置するこ
とが可能となる。
　これによって、前記凹部庇部４２を、前記二つの他の外壁２ｃ，２ｄよりも外側に張り
出させないようにすることができるので、前記凹部１ｂが見える位置における建物１の外
観性の低下を防ぐことができる。
【００８６】
　また、平面視略Ｌ字状に形成された前記長庇部４４が、前記凹部庇部４２を取り囲むよ
うにして設けられているので、該長庇部４４によって、前記凹部庇部４２を複数の方向に
張り出させるように見せることができる。
　これによって、前記凹部１ｂが見える位置における建物１の外観性をより向上できる。
また、平面視Ｌ字状に形成した分、前記長庇部４４による雨除け範囲を広げることができ
るので、前記凹部１ｂにおける雨除け効果をより向上させることができる。
　さらに、前記凹部庇部４２の上面を多方向に流れる雨水を前記長庇部４４で受けやすく
なる。これによって、例えば前記長庇部４４を前記一辺のみとする場合とは異なり、前記
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凹部庇部４２の勾配を大きくして雨水が流れる向きを前記長庇部４４の前記一辺に向かう
方向に調整する必要がないため、前記凹部庇部４２の勾配を抑えることができる。
【００８７】
　また、前記凹部１ｂに前記凹部庇部４２を設けるにあたって、例えば前記凹部パネル４
２ａを傾斜させた状態で取り付ける必要がないので、前記凹部パネル４２ａの上面に前記
複数の勾配材４２ｂ…を取り付け、前記凹部カバー材４２ｃによって前記下り勾配面を容
易に形成できる。
　また、前記凹部パネル４２ａは前記枠部４１の上面に載置固定される単純なパネルであ
り、前記複数の勾配材４２ｂ…は上面に傾斜面が形成された単純な部材であるため、それ
ぞれ生産しやすい。
【００８８】
　また、前記枠部４１と前記外壁２に前記長庇部４４を取り付けるにあたって、例えば前
記長庇パネル４５を傾斜させた状態で取り付ける必要がないので、前記長庇カバー材４６
によって、前記長庇パネル４５の上方に下り勾配面を容易に形成できる。
　また、前記長庇パネル４５の外部側端面に前記樋４７が取り付けられるので、前記凹部
庇部４２から前記長庇カバー材４６へと流れる雨水を確実に集水できる。さらに、前記凹
部庇部４２に対して前記樋４７やドレーンを設けないで済む。
【００８９】
　また、前記直線部４４ａによって前記長庇部４４の直線部分を形成することができる。
また、前記出隅エンド部４４ｂによって前記長庇部４４の長さ方向一端部の前記出隅部１
ｃに対応する部分を形成することができる。また、前記出隅エンド部４４ｂの前記樋４７
のうち、前記出隅部１ｃを回り込むようにして配置される樋４７の末端部に前記竪樋４８
が設けられるので、前記凹部１ｂが見える位置から該竪樋４８を見えにくくすることがで
き、前記凹部１ｂが見える位置における建物１の外観意匠をより向上できる。
【００９０】
　次に、前記庇４０の施工方法について説明する。
　本実施の形態の庇４０の施工方法は、まず、前記玄関ポーチ１０の、前記凹部１ｂ内の
前記枠部４１に対応する位置に前記支柱４３を立設配置する。
　続いて、図７に示すように、前記枠部４１を前記支柱４３の上端部に連結するとともに
、該枠部４１を前記凹部１ｂを形成する複数の外壁２ａ，２ｂに固定する。すなわち、前
記枠部４１の外側角部４１ｃを前記支柱４３の上端部に連結するとともに、該枠部４１の
一辺の壁側枠材４１ａを前記凹部１ｂの前記一方の外壁２ａ表面に、かつ他辺の壁側枠材
４１ａを前記他方の外壁２ｂ表面にそれぞれ固定する。
【００９１】
　続いて、前記凹部庇部４２を、前記枠部４１の上面に設置する。すなわち、前記凹部庇
部４２の前記凹部パネル４２ａを、図８に示すように、前記枠部４１の上面に載置固定す
る。
【００９２】
　続いて、図９に示すように、前記長庇部４４の少なくとも一辺を、前記凹部ｂから前記
出隅部１ｃとされた前記コーナー部１ａにわたって取り付ける。
　すなわち、まず、前記長庇部４４の前記長庇パネル４５を、前記外壁２と前記枠部４１
の外部側端面とにわたって取り付ける。
　続いて、図１０に示すように、前記複数の勾配材４２ｂ…を前記凹部パネル４２ａの上
面に取り付ける。そして、前記凹部カバー材４２ｃを前記複数の勾配材４２ｂ…の上面に
取り付ける。
　その後、図１６に示すように、前記長庇カバー材４６を前記長庇パネル４５の上面に取
り付ける。
　以上のような手順で前記庇４０を施工する。
　なお、前記第一～第四の凹部カバー材４２ｃ１，４２ｃ２，４２ｃ３，４２ｃ４の施工
手順は、各部の重なり状態を考慮して適宜行うものとする。
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【００９３】
　以上のような前記庇４０の施工方法によれば、前記凹部庇部４２を、前記枠部４１の上
面に設置するので、該凹部庇部４２による雨除け効果を得ることができる。さらに、前記
長庇部４４の前記少なくとも一辺を前記凹部１ｂから前記出隅部１ｃとされた他のコーナ
ー部１ａにわたって取り付けるので、前記凹部庇部４２を外側に延長して張り出せたよう
な状態とすることができ、前記凹部１ｂにおける雨除け効果を向上させることができる。
　また、前記長庇部４４の前記少なくとも一辺を、前記凹部１ｂから前記出隅部１ｃとさ
れた他のコーナー部１ａにわたって取り付けるので連続性があり、前記凹部１ｂが見える
位置における建物１の外観意匠を向上できる。
　しかも、前記凹部庇部４２と前記長庇部４４とを個別に施工できるので、建物１のプラ
ンごとに各部の大きさが変更されたとしても確実に対応できる。すなわち、建物１のプラ
ンごとに施工の難易度が変わることがないので、どのようなプランの建物１であっても前
記庇４０を前記凹部１ｂを含む外壁２に容易に取り付けることができる。
【００９４】
　また、前記複数の勾配材４２ｂ…および前記凹部カバー材４２ｃを取り付ける前に、前
記長庇部４４を前記外壁２と前記枠部４１の外部側端面とにわたって取り付けるので、前
記凹部パネル４２ａ上面を、前記長庇部４４を取り付ける際の比較的広い足場として利用
できる。また、そのまま該凹部パネル４２ａ上面を、前記複数の勾配材４２ｂ…および前
記凹部カバー材４２ｃを取り付ける際の足場として利用することができる。
【００９５】
　本実施の形態の庇４０は以上のように構成されているが、上述した実施の形態に限定さ
れることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　以下、前記庇４０の変形例について説明する。
【００９６】
［変形例１］
　前記凹部庇部４２は、前記凹部パネル４２ａと、前記複数の勾配材４２ｂ…と、前記凹
部カバー材４２ｃとを有する。そして、前記複数の勾配材４２ｂ…によって前記凹部庇部
４２の上面を傾斜させるものとしたが、図示はしないが、前記複数の勾配材４２ｂ…を用
いずに前記凹部庇部４２の上面を傾斜させてもよいものとする。
　この場合、前記凹部パネル４２ａ自体を傾斜させれば前記凹部庇部４２の上面を傾斜さ
せることができる。なお、前記枠部４１のうち前記壁側枠材４１ａと前記外側枠材４１ｂ
の上面には前記凹部パネル４２ａを傾斜させた状態で保持するための調整材が適宜設けら
れる。
　このように前記凹部パネル４２ａ自体を傾斜させることによって前記複数の勾配材４２
ｂ…の分の部品点数削減を図ることができるだけでなく、高所作業を減らすことができる
ので好ましい。
【００９７】
［変形例２］
　図２１に示すように、前記外装材６０と前記塩ビ鋼板７１との間に施されたシーリング
７５を無くし、その代わりに、前記塩ビ鋼板７１の外壁側端部を延長し、外壁２に沿って
上方に立ち上げても良いものとする。
　この場合、前記外装材６０を受ける胴縁６３と前記外壁２との間に介在する防水透湿シ
ート６４と、前記塩ビ鋼板７１の立ち上がり部分とを重ね合わせて防水を確保する。なお
、前記防水透湿シート６４と前記塩ビ鋼板７１の立ち上がり部分はビス止めされている。
　このように前記シーリング７５の代わりに、前記塩ビ鋼板７１を立ち上げる構成とする
ことによって、寒冷地または多雪地等での前記シーリング７５の劣化による防水性の低下
を防ぐことができる。
【００９８】
［変形例３］
　図示はしないが、多雪地では前記凹部庇部４２に対して大量の雪が乗る場合がある。こ
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れに対応するために前記枠部４１の梁成を、本実施の形態における前記枠部４１の梁成よ
りも大きくしてよいものとする。
　また、前記枠部４１の梁成を大きくすると、該枠部４１の上に設けられる前記凹部庇部
４２と前記長庇部４４との間の高低差が大きくなる。このため、大きくなった分の前記枠
部４１の外側面に幕板等の外装材を設けて、大きくなった分の外側面を覆うようにしても
よい。
　このように多雪地において前記枠部４１の梁成を大きくすることによって、大量の雪が
前記凹部庇部４２に乗ったとしても十分に雪の重みに耐えられるようになるので、好まし
い。すなわち、前記枠部４１の梁成は、前記凹部庇部４２に乗った雪の重みに耐え得る程
度に設定されているものとする。
【００９９】
＜面格子５０＞
　次に、前記面格子５０について説明する。
　前記面格子５０は、上述のように、前記窓３が形成された前記外壁２ｃの前方に、前記
窓３を覆うようにして設けられるものである。また、前記面格子５０の幅寸法は前記窓３
の幅寸法よりも広く、前記外壁２ｃに対して４分の３以上に設定されている。さらに、前
記面格子５０の高さ寸法は、前記外壁２ｃの高さ方向両端部間にわたる長さに設定されて
いる。
　そして、前記面格子５０は、図１，図２，図２２に示すように、複数の壁付ブラケット
５１…と、複数のパネルブラケット５２…と、上下の水平フレーム５３，５３と、格子パ
ネル５４と、を備える。
【０１００】
　前記複数の壁付ブラケット５１…は、少なくとも当該面格子５０の四隅に位置するよう
にして前記外壁２ｃに取り付けられるものである。
　なお、前記複数の壁付ブラケット５１…は、壁パネルである前記外壁２ｃの芯材、もし
くは、隣り合う壁パネル同士を結合する結合材に対してビス止めされている。
【０１０１】
　前記複数のパネルブラケット５２…は、前記複数の壁付ブラケット５１…それぞれに取
り付けられ、前記外壁２ｃの表面に取り付けられる外装材６０よりも前方に突出するもの
である。なお、これら複数のパネルブラケット５２…は、前記複数の壁付ブラケット５１
…に対してボルト固定されている。
【０１０２】
　前記水平フレーム５３は、横（水平）方向に離間する前記パネルブラケット５２，５２
間に架設されるものである。
　なお、横方向に離間する前記パネルブラケット５２，５２間の間隔が大きい場合には、
新しい前記水平フレーム５３を継ぎ足すようにして対処できる。その場合、隣り合う水平
フレーム５３，５３同士の当接部を支持するために、前記四隅以外の新しい壁付ブラケッ
ト５１と前記パネルブラケット５２とが用いられる。
【０１０３】
　前記格子パネル５４は、上部側の前記水平フレーム５３と下部側の前記水平フレーム５
３との間に架設されるものである。
　また、前記格子パネル５４は、横方向に間隔をあけて配置される複数の縦格子５４ａ…
と、前記複数の縦格子５４ａ…の上端部間および下端部間を連結するとともに前記水平フ
レーム５３，５３に取り付けられる上下の枠部５４ｂ，５４ｂと、を有する。
【０１０４】
　前記縦格子５４ａは、断面視において前記外壁２ｃ側から前方に向かうにつれて徐々に
先細りする台形状に形成されている。
　また、図示はしないが、前記縦格子５４ａは、金属製の芯材と、前記芯材の表面を被覆
するとともに、セルロース材を粉砕して得られた粉砕粉と樹脂とを混合し溶融させて押出
成形してなる表皮材と、を有する。
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【０１０５】
　以上のような前記面格子５０によれば、前記格子パネル５４を、前記複数の壁付ブラケ
ット５１…、前記複数のパネルブラケット５２…および前記上下の水平フレーム５３，５
３を介して、前記外壁２ｃの広い範囲に確実に取り付けることができる。これによって、
前記面格子５０によって前記窓３だけでなく該窓３が形成された前記外壁２ｃを比較的広
く覆うことができるので、前記面格子５０と前記外壁２ｃとの関連性を高めて前記外壁２
ｃ全体の統一感を生じさせることができ、前記面格子５０を含む前記外壁２ｃの全体的な
外観意匠の向上を図ることができる。
　また、例えば窓３のみを覆う程度の大きさの面格子よりも比較的大きい前記面格子５０
を前記外壁２ｃに取り付けるにあたって、前記格子パネル５４を、前記壁付ブラケット５
１…および前記パネルブラケット５２…の双方のブラケットと、前記パネルブラケット５
２，５２間に架設される前記水平フレーム５３等の各パーツを介して前記外壁２ｃに取り
付けることにより、前記面格子５０を前記外壁２ｃの前方に確実かつ容易に設けることが
できる。すなわち、前記面格子５０が比較的大きいために重量があったとしても、前記各
パーツ５１，５２，５３を順々に取り付けるだけで前記格子パネル５４を前記外壁２ｃの
前方に設けることができるので、前記面格子５０の施工性の向上を図ることができる。
　さらに、例えば窓３の上下方向の長さに対応するなどして、前記面格子５０の上下方向
の長さを変更する場合があったとしても、前記格子パネル５４は上下方向の長さが変更さ
れたものを用いる必要があるが、該格子パネル５４以外の部材はサイズを変更する必要が
ない。つまり、部材の共通化を図ることができるので汎用性が高く、しかも前記面格子５
０の製造に係るコストの削減を図ることが可能となる。
【符号の説明】
【０１０６】
１　建物
２（２ａ～２ｆ）　外壁
３　窓
６　建物本体
７　前側部
７ａ　通路領域
７ｂ　部屋領域
８　建物正面部
８ａ　第一領域
８ｂ　第二領域
８ｃ　第三領域
１７　床
１８　中間床
１９　部屋
２１　収納室
２１ａ　第一収納室
２１ｂ　第二収納室
２２　壁
２２ａ　第一出入口
２３　壁
２３ｂ　第二出入口
２６　可動収納家具
４０　庇
４１　枠部
４２　凹部庇部
４３　支柱
４４　長庇部
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５０　面格子
５１　壁付ブラケット
５２　パネルブラケット
５３　水平フレーム
５４　格子パネル
５４ａ　縦格子
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